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令和２年度診療報酬改定において経過措置を設けた 

施設基準等の取扱いについて 

 

 

令和２年度診療報酬改定において、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する

手続きの取扱いについて」（令和２年３月５日保医発0305第２号。令和２年９月30日最

終改正）及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについ

て」（令和２年３月５日保医発0305第４号）により示した令和３年３月31日を期限とし

て設けた経過措置については、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、その期

限を令和３年９月30日まで延長することとし、別途、通知等の改正を行う予定としてい

るので、予めご了知いただきたい。なお、経過措置の期限延長の対象となる事項につい

ては、別添を参照すること。また、保険医療機関等の実情を適切に把握する観点から、

新たに、保険医療機関等において実績を記録することを求めた上で、該当入院料等の基

準を満たさなくなる等の場合には、実績の届出を求めることとするが、その取扱いにつ

いては、別途、事務連絡でお示しする予定としているので、あわせてご了知いただきた

い。 

 



（別添） 
 

令和３年３月31日を期限とする経過措置が設けられた項目一覧 

（令和３年３月10日 中央社会保険医療協議会資料（総－２－３）抜粋（一部改変）） 

※経過措置の期限を令和３年９月 30 日まで延長する予定。 

 

 


